
事業者システム 平成２７年４月改正による変更点 

①国保連データからの帳票作成機能の変更 
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 ⅰ）平成 27 年 4 月改正に伴う報酬算定構造に対応 
   報酬算定構造の詳細については、厚生労働省のホームページをご確認 くださ

い。（「平成 27 年 4 月～提供分」の「様式等ダウンロード」のページの中の「（６）

請求サービスコードのダウンロード」の中に厚生労働省ホームページへのリン

クが添付してあります） 

       
 
 ⅱ）基準該当事業所（事業者番号の 3 桁目が「4」の事業所）について、請求明細

書情報（作成される国保連ファイル名が「TH02」で始まるもの）の取り込み

について対応 
   取り込み方法の詳細については、「平成 27 年 4 月～提供分」の「請求ソフト（事

業者システム）ダウンロード」のページの中の「国保連データからの帳票作成」

をご確認ください。 

       
 
 ⅲ）国保連システムで実績記録票の備考欄に記載した内容についても事業者シス 

テムの実績記録票に印字するよう対応 



②移動支援・地域活動支援事業に関するシステム改修 

ⅰ）頻繁に契約支給量を変更する利用者への対応として、欄番号の 3 桁入力がで 

きるよう対応 
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 ⅱ）地域活動支援事業において、障害種別が難病等の利用者（受給者証上の障害

種別の欄が「５」となっている者）について、登録及び請求ができるよう対応 

       
    難病対応した地域活動支援の請求サービスコード表につきましては、「平成 27

年 4 月～提供分」の「様式等ダウンロード」のページの中の「（６）請求サー

ビスコードのダウンロード」を参照してください。 

        
 


